
随 時 記 者 発 表 
項   目 「道内事業者等事業継続緊急支援金（エネルギー価格高騰分）」の申請受付 

開始について【「コロナ禍における価格高騰等緊急経済対策」関連事業】 

区 分 等      発  表 １月１２日１５時００分 説明者 

 

 

 資料配布   １月１２日１５時００分 

配 布 資 料      道内事業者等事業継続緊急支援金のご案内（エネルギー価格高騰分）チラシ 

 
発 表 要 旨      

 

 

 道では、コロナ禍による売上減少に加え、エネルギー価格高騰の影響を受けて 

いる道内の事業者の皆さまに新たな支援金を給付することとし、 

１月１９日（木）から申請受付を開始します。 

 

１ 給付対象者 

 次の２つの要件をいずれも満たす道内の中小・小規模事業者、個人事業者 

 ※一次産業も含めすべての業種が対象 

（１）売上要件 

   2021年 11月以降のいずれかの月の売上が、 

   2018年 11月～2020年 3月までの同月比で 20％以上減少 

（２）エネルギーコスト要件 

   2022 年 12 月以降のいずれかの月に事業のために支払ったエネルギーの単価

が、2021 年 12 月～2022 年 11 月までのいずれかの月の単価よりも増加 

 

２ 給付額 

  中小・小規模事業者：１０万円 

  個人事業者    ： ５万円 

 

３ 申請受付期間 

  2023 年 1 月 19 日（木）～4 月 30 日（日） ※当日消印有効 

 

４ 申請方法 

  電子申請または郵送申請 

 ※電子申請は、1 月 19日（木）午前 9時から以下の専用サイトで受付開始 

  専用サイト URL https://kinkyushien-energy-hokkaido.jp/ 

 ※郵送申請先 

 〒063-8691 札幌市西郵便局 郵便私書箱第 28号 

       北海道事業継続緊急支援金事務局 

 

５ 申請に関する問い合わせ先 

 事業継続緊急支援金コールセンター 011-350-6711（平日 8:45～17:30） 

参  考 

 

 昨年7月～12月に申請受付をした道内事業者等事業継続緊急支援金（原材料価格高

騰分）を受給された方は、確定申告書の写しなどの一部の書類の提出を省略して 

申請できます。 

報道に当たってのお願い 

 

コロナやエネルギー価格高騰の影響を受けている日高管内の事業者の皆さまに 

幅広く活用いただくため、積極的な報道をお願いします。 

 
担  当 

 

北海道日高振興局産業振興部商工労働観光課 

 課長 伊藤 秀和 、商工労働係長 若松 邦弥 

 電話：0146-22-9281 

 






